
ボランティアセンター事業 

事 業 内 容 

（1）ボランティアセンター運営 

ボランティアの調整を中心に、ボランティア連絡協議会の事務局運営や情報の発信を行います。 

（2）災害ボランティア活動の推進 

被災状況により災害ボランティアセンターの設置・運営を行います。 

（3）ボランティア協力校育成援助 

町内小中学校及び、幼稚園、認定こども園、保育園へボランティア活動助成金の交付を行います。 

（4）傾聴ボランティア育成 

傾聴ボランティア団体の活動支援を行い、老人福祉施設との調整を行います。 

 

 


